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開始しました



会員のみなさまへ

2022年12月　NPO法人POSSE 事務局

家事労働者には労働基準法を適用しない。長きにわたり家
事 労 働 者 を 差 別 し て き た こ の 労 基 法 の 規 定 が い ま 、
POSSEの取り組みにより動こうとしています。

長時間の家事労働の末に亡くなった女性について、国は労
災認定をせず、9月に出された東京地裁の判決もそれを追
認しました。この状況に対して、POSSEが立ち上げた、
労基法適用を求める署名には約3万5000筆が集まり、つい
に厚労省は実態調査と法改正の検討に入りました。この事
例については、本冊子の記事でも詳しく紹介しています。

現場の声を社会に届けてシステムを変えていくPOSSEの
取り組みは、いまさまざまな分野に広がっています。技能
実習制度、奨学金問題などの問題発信に加えて、現在、コ
ンビニなどでのフードロス問題についても新たに取り組み
を始めました。これは注目度が高まっているSDGsとも関
わる重要な問題提起となりますので、今後もご注目いただ
ければと思います。

このように現場の支援活動と、それをもとにした情報発信
を続けながら、新しい分野にも挑戦できるのは、ひとえに
長きにわたってご支援・ご協力いただいている会員の皆様
のおかげです。現場から大きな変化を巻き起こせるよう、
今後もより一層、活動に邁進してまいります。



家事労働者の労基法適用を求め、
院内集会を開催しました
事務局

 　NPO法人POSSEは過労死遺族を支援
し、家事労働者の労基法・労災保険適用
除外の問題を社会化する署名キャンペー
ンを行っています。署名には大きな反響
が寄せられ、11月に厚労省へ署名を提出
するとともに、院内集会を開催しまし
た。

な女性差別です。POSSEでは遺族の方と
ともにこの問題を社会に訴えてきまし
た。
　2022年9月29日に出た東京地裁判決で
は、残念ながら訴えが棄却されました。
家事労働の部分は労働時間として認定さ
れず、「過重業務していたとは認められ
ない」と結論付けられました。原告であ
る遺族は控訴し、闘いは続きます。
　一方で、国が家事労働者の実態調査を
行う方針であることが判決後に分かりま
した。この間、家事労働者の問題を社会
問題化してきたことによる大きな成果だ
と言えます。

　2015年春に、家事労働者である高齢女
性が1週間・24時間拘束で労働した末に
亡くなりましたが、労災と認められませ
んでした。個人宅で働く家事労働者は労
働基準法や労災保険が適用除外されてい
るためです。これを受けて遺族は、2020
年3月、国に対して労災認定を求める裁
判を起こしました。
　現在、共働き世帯の増加や少子高齢
化、社会保障の削減等の影響により、家
事代行サービスは成長産業となっていま
す。そして現場で働く家事労働者の9割
以上が女性です。労働者であれば当然に
受けられる法的保護から家事労働者を除
外して無権利状態に置くことは、明らか

◆労働基準法における女性差別規定
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　11月9日、集まった3万5000筆の署名
を、遺族・弁護団・研究者・現役の家事
労働者・POSSEボランティアの学生で厚
生労働省に提出しました。署名提出後、
厚労省の担当者へのヒアリングを行い、
家事労働者の実態調査の進捗や今後の法
改正の見通しなどを質問しました。回答
のほとんどが「検討中で今すぐに答える
ことはできない」という内容で、唯一の
明確な返事は、「家事労働者の実態調査
は必ず行う」ということでした。厚労省
のヒアリングは今後も継続的に行い、有
効な実態調査の実施と、法改正の実現を
求めていきたいと考えます。
　署名提出後、国会議員やメディア向け
の院内集会を行いました。弁護団、遺
族、現役の家事労働者、研究者がそれぞ
れの立場から、裁判の論点整理や、裁判
を闘う遺族の想い、家事労働者の過酷な
労働実態、今回の取り組みの社会的な意
義を訴えました。
　遺族の方は「署名等を通じて活動を支
援して下さった大勢の方々から力をいた
だきました」「1947年に現行の労基法が
交付されてからこれまで75年間、国は見
て見ぬ振りをして、家事労働者として働
く多くの女性たちを差別して来ました。
労働基準法第116条第2項は、悪法で

あると考えます。今後は法律を改正し、
家事労働者へ労基法や労災保険を適用す
べきです」と力強く話していました。　　　
　現役の家事労働者の方の話からは、過
酷な労働実態が浮かび上がりました。例
えば、客先では靴下やタオルの干し方に
至るまで各家庭のやり方を探りながら仕
事をしていること、次から次へと仕事の
指示を出される場合にはすぐに対応しな
ければならないこと、家事労働者は各家
庭でバラバラで働いているため基本的に
同僚はおらず他の家事労働者の状況は分
からないことなどといった話がありまし
た。
　また、ジャーナリストの竹信三恵子さ
んより、家事労働者に対する法的保護の
必要性が具体的に指摘されました。海外
では家事労働者への暴力が問題となって
おり日本でも同様の問題が起きている可
能性が考えられることや、介護や保育と
いったケア領域に保護されない安い労働
力が広がっていく危険性があることなど
をあげて、警鐘を鳴らしました。
　私たちは、75年続く女性差別的な規定
を変えるため、遺族の裁判支援と社会を
巻き込んだ運動を今後も展開していきま
す。

◆署名提出と院内集会



◆SDGs商品を支える技能実習生の奴隷
労働

イベント「技能実習生の犠牲の上に
成り立つSDGs」を実施しました
技能実習制度廃止プロジェクト

　NPO法人POSSEでは、2022年3月に技
能実習制度廃止プロジェクトを立ち上
げ、日々技能実習生からの労働相談を受
け付けながら、労働現場で起きている差
別や人権侵害をなくすために活動してい
ます。

　現在取り組んでいるケースとして、山
梨県の縫製工場で働いているベトナム人
技能実習生が、劣悪な住環境・労働環境
で働かされていたという事件がありま
す。
　実習生たちは一軒家に11名で住まわさ
れ、エアコンやヒーターもない住環境の
中で暮らしていました。また、賃金未払
いや有給を自由に取得できないという労
働基準法違反の問題や、社長が実習生宛
の郵便物の封を勝手に開けるというプラ
イバシーの侵害も起きていました。
　さらには、会社が実習生に求める姿勢
や態度などについて詳細にかいてある
「実習生ルール」というものが配布され
ていました。そこには、「エアコンなど
の贅沢品をお願いする時、自分が何者で
あるか考えなさい」「会社への貢献が十
分でない人が主張ばかりするのは愚かな

行為です」など、かなり抑圧的で差別的
な内容が書かれていました。
　このような労働環境のもとで働いてい
た実習生たちが作っていたのは、1着６
万円もするワンピースでした。この縫製
工場は、オーガニックで環境に優しい素
材でデザインから企画、縫製まですべて
自社工場で衣服を製造していることを売
りにしている会社でした。エシカルや
SDGsを掲げる企業の生産活動が、技能実
習生の奴隷労働によって支えられている
という矛盾した問題構造が見えてきまし
た。
　そこで私たちは、この問題をより多く
の人に知ってもらうため、10月22日に四
ツ谷にある会場にて「技能実習生の犠牲
の上に成り立つSDGs−山梨の縫製工場の
事件から考える−」というイベントを開
催しました。当日は25名近くの参加者が
会場にあつまり、オンライン参加者を合
わせると合計80名近くの方にご参加いた
だきました。SDGsに関連する職場で勤務
する方や、技能実習生の問題を授業やニ
ュースで見聞きし、もっと実態を知りた
い、問題解決のために自分も行動を起こ
したいという学生の方にも参加いただき
ました。
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◆声を上げるベトナム人技能実習生
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　現在、山梨の縫製工場で働く10名の実習
生たちは総合サポートユニオンに加入し、
会社の責任追及と労働環境の改善を求め、
労使交渉を行っています。イベントの開催
やSNSでの問題発信などの影響もあり、企
業と行った団体交渉では、有給の取得、未
払い賃金の支払い、実習生ルールの一部削
除、家賃の減額、プライバシーの侵害など
に対する社長からの謝罪などを勝ち取るこ
とができました。
　また、山梨の実習生たちと一緒に、労働
問題に直面している他の技能実習生の状況
を変えていくための活動にも取り組んでい
ます。11月13日には、山梨から実習生たち
7名が参加する形で、西川口駅周辺でアウト
リーチ活動を行いました。彼女たちは、道
でベトナムの人を見かけたらすぐさま駆け
つけ、自分たちの経験を語り労働相談を呼
びかけていました。会社と闘った経験が、

「声をあげたら職場の問題を変えられる」
という確信につながり、それが彼女たちの
自信となっているようでした。
　道ゆく人に労働問題は起きていないかと
尋ねていくと未払い賃金、パワハラ、不当
解雇などの話が出てきました。中には、妊
娠したことを理由に1日前に会社から不当
に解雇されたという技能実習生もいまし
た。アウトリーチを行ったその日の夜に
は、監理団体にパスポートを取り上げられ
ているという相談が寄せられました。
　このようにして、現場で声を上げる実習
生自身が、他の労働者の労働問題にも取り
組みながら、お互いに権利行使を支えてい
くという活動を広げていきたいと考えてい
ます。引き続き、企業との労使交渉やアウ
トリーチ活動は続けていきますので、みな
さん、ご支援よろしくお願いします。



奨学金3000人アンケート調査を行い、
記者会見を開きました
奨学金帳消しプロジェクト

　 POSSEの大学生・若手社会人で立ち上
げた「奨学金帳消しプロジェクト」で
は、奨学金返済が借り手の人生設計に与
える影響を明らかにするため、アンケー
ト調査を行いました。7月から9月にかけ
ての2ヶ月間で、20〜30代を中心とする
3000人からの回答が集まりました。返済
中の若者が抱える困難を詳細に明らかに
した大規模な調査は近年例がなく、調査
結果を報告した記者会見では多くの注目
が集まりました。 

　 中には、「上の子供が高校生になり、
自分の奨学金の支払いのせいで、行きた
い学校に行かせてあげられるか、とても
不安」 といった声も寄せられ、奨学金返
済の影響が次の世代にまで連鎖している
実態が明らかになりました。

◆返済がもたらす社会的排除を明らかに
した調査

　調査からは、回答者の3割が過去に奨
学金の延滞を経験し、1割が自己破産を
検討したことが明らかになりました。ま
た、アンケートの自由解答欄には「結
婚・出産を諦めた」「返済のプレッシャ
ーから劣悪な職場を辞められなかった」
「死んでチャラにするしかないと思い詰
めた」などの声が寄せられました。ここ
からは、低賃金・不安定な労働市場が広
がるなかでの返済の重さは、結婚や子育
て、転職などを断念せざるをえないとい
う社会的排除を生み出している実態が見
えてきました。

◆大手各紙が出席した記者会見

　これらの結果を踏まえ、9月21日には
文部科学省記者クラブにて記者会見を行
いました。
　記者会見ではアンケート調査の結果を
踏まえ、喫緊に求められる対応として①
返済猶予の上限年数撤廃②利用条件の緩
和③8月にバイデン政権が発表した学生
ローンの1万ドル免除と同水準の債務帳
消しを提言しました。また、奨学金プロ
ジェクトメンバーが自らの奨学金返済の
体験を語り「奨学金が返せなくなるのは
自己責任ではない。次の世代のためにも
返済帳消しと学費無償化を」と訴えまし
た。会見には、共同通信・毎日新聞・東
京新聞・教育新聞をはじめとするメディ
アが出席し、全国各紙から広く関心を集
めました。



フードロス問題への取り組みを開始し
ました
事務局
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　2022年10月、NPO法人POSSEの学
生ボランティアが中心となり職場のフ
ードロスを解決するための取り組みを
始めました。この取り組みでは、飲食
店や小売店、食品工場などの職場での
フードロスの実態を明らかにし、企業
に対して具体的な規制を要求していき
ます。そこで重要なのが、食品廃棄作
業を最前線で担っている現場の労働者
たちが、廃棄の現場の実態を告発し、
企業と直接交渉することです。そのた
め、職場のフードロスを労働組合で解
決することを目指し、「SDGsユニオ
ン」を立ち上げました。
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◆アンケート調査活動

 　まず、私たちが取り組んだのが、職
場のフードロスの実態を探るべくオン
ラインでのアンケート調査です。100
件近くの回答があり、「食品廃棄作業
がストレスで職場を辞めた」「閉店4
時間前に大量のパスタが搬入される」
「セールの時期には、サラダチキンを
40-50個仕入れるが、結局2-3個しか売
れずに残りをすべて廃棄している」な
どの回答が得られました。

　アンケート調査から見えてきたのは、
利益追求を最優先にした企業活動のなか
で大量のフードロスが発生し、その廃棄
作業を労働者が最前線で担っている実態
です。

◆署名活動
 　調査の中でも多く寄せられたのがコ
ンビニでの食品廃棄です。背景には、食
品を捨てれば捨てるほど本部が儲かる
「コンビニ会計」という仕組みがありま
す。コンビニ会計とは、売れ残って廃棄
することになった分を原価に含ませずに
計算し、廃棄ロスを加盟店に負担させる
仕組みです。そのため、本部は加盟店で
の売れ残りを気にすることなく、少しで
も多くの商品が売れるように、加盟店に
過剰な仕入れを求めます。
　この状況を変えるために、
Change.orgの署名「食品を捨てれば捨
てるほど儲かる仕組み・コンビニ会計の
廃止を！ ー実効的な『フードロス禁止
法』の制定を求めますー」を立ち上げま
した。署名立ち上げ後大きな反響があ
り、現在1万4134人の賛同が寄せられて
います。今後は、署名とアンケート調
査・分析を継続し、フードロスの解決に
向けて動いていきます。
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POSSEの活動はさまざまなメディアに取り上げられています。以下はその一部です。

・2022.11.29
NHK「過労死防止シンポジウム　過労死認定のＮＨＫ記者の遺族が講演」で、POSSEの
今野晴貴が過労死防止シンポジウムで行った講演が取り上げられました。
・2022.11.7
TBS NEWS DIG「無職で収入ゼロと虚偽申請「バレないと思った」渋谷区職員がコロナ
支援金詐取か　“ミルクティー性的暴行事件”で逮捕・起訴」にて、POSSEの今岡直之が
コメントを寄せています。
・2022.10.24
オルタナ「『エシカル』ブランドの直営工場でベトナム人実習生に対してパワハラ人権
侵害」にて、POSSEボランティアの田所真理子ジェイ、POSSEスタッフの岩橋誠がコ
メントを寄せています。
・2022.9.21
毎日新聞 「『奨学金帳消しを』元学生ら訴え　1割『自己破産検討』」にて、POSSEが
行った記者会見の内容が取り上げられています。



活動をご支援ください！
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いただいたご寄付はこのような取り組みに使わせていただきます。

ご寄付の方法
銀行振込・郵便振替・クレジットカードにて受け付けております。

一口1,000円～（何口でもご寄付いただけます）

　賃金未払い、解雇、退職強要、パワハラ・セクハラ、有給休暇、産休・育休
の取得、労災など、仕事に関する悩みや相談を無料で電話・メールにて受付け
ています。事務所近辺にお住まいの方には来所での相談も行っています。ボラ
ンティアスタッフが担当を持ち回り、年間1,000件以上の労働相談に対応してい
ます。
　ご寄付は相談対応用の電話料金やホットライン開催の宣伝費、相談者の方の
交通費、その他集計作業に必要な事務用品費などに使用させていただきます。

労働相談

生活相談
　「生活に困窮し、所持金が底をつきそう」「収入が低いため奨学金の返済が
できず、困っている」といった生活にお困りの方からの相談を無料で電話・メ
ール・来所にて受け付けています。
　内容とご相談された方のご希望をお聞きしたうえで、雇用保険・奨学金・生
活保護・住宅制度など福祉制度の活用方法について情報提供を行うほか、申請
同行をはじめとする制度活用のサポートも行っています。
　ご寄付は相談対応用の電話料金や申請同行の際の交通費などに使用させてい
ただきます。

労働法教育
　　学校教育ではたらくことに関するルールを学ぶ機会はほとんどありませ
ん。そこで、具体的なケースを用いて、単なる知識ではなく使い方も含めた違
法状態に対処するための実践的な知識や解決策・相談窓口の提供を、全国の中
高生・大学生・教職員の方に行っています。
　ご寄付は全国へ出張授業を行うための交通費や労働法教育ハンドブックの印
刷代などに使用させていただきます。

※銀行振込にて寄付をご入金いただいた場合は、affairs@npoposse.jpまでご一報いただけますと幸い
です。
※クレジットカードによる寄付はホームページ（http://www.npoposse.jp/bokindeshiensuru）にて
受け付けております。
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※本季報に挟み込まれている払込取扱票
　をご使用いただくと便利です。



【ご注文方法】
書店以外でも下記の方法でご注文を承っております。
❶雑誌『POSSE』公式ホームページ
　http://www.npoposse.jp/magazine/
❷e-mail : magazine@npoposse.jp
❸Fax : 03-6699-9374

雑誌『POSSE』は、NPO法人POSSEが発行
している日本で唯一の若者による労働問題に
関する雑誌です。労働問題、貧困問題の現状
に着目したルポルタージュや現場で活動され
ている方へのインタビュー、研究者の方によ
る現状分析など、幅広い論考を掲載していま
す。
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特集「奨学金を帳消しに！立ち上がる借金世代」

「サラ金」化する奨学金
―歴史的視点から制度の根幹を問い直す
小島庸平（東京大学准教授）

自己破産は権利！
―返済できない場合には積極的に活用しよう
岩重佳治（弁護士）

立ち上がる借金世代
―なぜ私たちは奨学金帳消しプロジェクトを立ち上げたのか
岩本菜々（奨学金帳消しプロジェクトメンバー）

奨学金帳消しプロジェクトメンバー座談会
自己責任では生きていけない！　借金世代のリアルと社会運動

奨学金「過払い」の闇
―相談事例から見るJASSOの問題点
本誌編集部

債務者よ、団結せよ！　恥以外に失うものはなにもない
アストラ・テイラー（デット・コレクティブ共同代表、映画監
督、作家）

奨学金問題から見えてきた新しい貧困運動の形
―「被害者救済」運動を超えて
青木耕太郎（総合サポートユニオン共同代表）

ミニ企画「『貧困理論入門』刊行記念　反貧困の
理論と運動をアップデートせよ」

貧困理論から生存権を問い直す
―生活保護引き下げ訴訟は何と闘っているのか？
喜田崇之（弁護士）×志賀信夫（県立広島大学准教授）

貧困理論は「二〇世紀型」から脱却できるのか
―優生思想ではなく、連帯による自由の平等を
志賀信夫（県立広島大学准教授）×渡辺寛人（本誌編集長／
POSSE事務局長）
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[ポッセ]とは？


